
第6回「健やか親子21」推進検討会 議事次第  

平成18年2月22日（水）  

14：00～16：00  
於：厚生労働省7階専用第15会議室  

Ⅰ 開  

Ⅱ 議  題   

1 マタニティマークの選考について   

2 「健やか親子21」中間評価報告書（案）について  

Ⅲ 閉 会  

〈配布資料〉  

資料1 マタニティマークの公募状況及び選考について  

資料2 マタニティマークの活用方法について（案）  
資料3  「健やか親子21」中間評価報告書（案）   



マタニティマークの公募状況及び選考について  

1．募集期間   

平成17年12月14日から18年1月31日  

2．募集方法   

厚生労働省ホームページ及び郵送により募集。  

3．応募総数  

1，661作品  

4．応募者の内訳  

1）応募者数 1．243   

2）年齢  4才～85才   

3）性別等  男性（290）、女性（945）、法人・自治体（5）、未記入（3）   

4）地域  

北海道・東北 （26）   中国■四国（82）  

関東・甲信越（534）   九州・沖縄（51）  

東海・北陸   （88）   海外（∪．S．A、シンガポール、スペイン）（4）  

近畿  （451）   未記入  （2）   

5）その他  

小学校3校、高校1校から児童、生徒の作品の応募があった。  

5．選考基準  

（D妊産婦への配慮に関する本取組の趣旨を表現したものであること   

②親しみやすいデザインであること   

③覚えやすく、分かりやすいデザインであること   

④作品にオリジナリティがあること   

⑤／〈ッジなどにも使用できるデザインであること  

6．選考方法及び選考状況   

「健やか親子21」推進検討会委員による厳正な審査の上、別添の8作品の中か   

ら決定することとした。   

1作品をマタニティマークとして決定し、その他2作品を優秀作品として表彰   

する。  

7．表彰   

「健やか親子21」推進協議会総会（3月16日）において表彰。   







マタニティマークの活用について（案）  

1．マタニティマークの作成趣旨   

21世紀の母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子21」では、その課題  

の一つに「妊娠■出産の安全性と快適さの確保」を挙げている。この課題の達成のた  

めには、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境の実現、受動喫煙の防止、各  

種交通機関における優先的な席の確保等について、国民、関係機関、企業、地方公共  

団体、国がそれぞれの立場から取り組むことが重要である。   

とりわけ、各種交通機関における優先的な席の確保については、優先席のマークな  

どにおなかの大きな妊婦さんのマークが使われているものの、妊娠初期には外見から  

は妊娠していることが分かりづらいことから、周囲からの理解が得られにくいという  

声も聞かれるなど、さらなる取組が必要とされている。   

こうした課題の解決に向け、今回、厚生労働省に設置している「健やか親子21」  

推進検討会において、マタニティマーク（以下「マーク」という。）を募集すること  

とし、マークを妊産婦に役立てていただくとともに、妊産婦に対する気遣いなど、や  

さしい環境づくりに関して広く国民の関心を喚起することとした。  

2．活用方法  

1）妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示し   

やすくする。  

2）交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を   

付してポスターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進する。  

（例）   

・妊産婦の座席確保に向けた取組等  

「妊産婦さんも乗っています。座席は声をかけあって」  

「マークを付けている方を見かけたら配慮を」   

・受動喫煙の防止対策  

「禁煙席を設けています」  

「妊婦さんのそばで、たばこを吸わないで」   

・エレベーター等の乗降、段差のある場所での配慮等  

「妊婦さん、お子さんを連れている方に配慮を」   



3．活用の留意点等  

1）使用目的   

①マークの作成趣旨に基づいた場合に使用できること。   

②次の場合には、使用できないこと。  

・独占的又は営利目的への使用。  

・マークの作成趣旨に反するなど著しく不適当と認められる使用。   

2）著作権等   

①マークの著作権は、民間、地方公共団体等に幅広く自由に活用いただくために  

厚生労働省に帰属すること。   

②マークは厚生労働省ホームページ等に掲載し、自由に使用できること。  

なお、使用状況を集積するために自治体、民間団体等で使用した際には厚生労  

働省雇用均等・児童家庭局母子保健課に連絡するよう協力を求めること。   

3）色・形   

①カラーで使用する場合には色は変えないこと。   

②大きさは拡大または縮小して使用できること。ただし、マークを変形しないこ  

と。   

4）その他  

マークの作成趣旨に合致しているか否か判断がつかない場合には、厚生労働省  

雇用均等・児童家庭局母子保健課に問い合わせること。  

4．普及方法  

1）関係省庁等を通じて交通機関、職場、飲食店等に普及への協力を依頼。  

2）厚生労働省ホームページ等に掲載する等、様々な機会を通して国民に周知。  

3）各自治体、「健やか親子21」推進協議会等の関係団体に普及への協力を依頼。  
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